
  

 

 
 
 

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
在
り
方
の
見
直
し
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
け
る
外
貨
準
備
資
産
の
額
が
諸
外
国
の
水
準
と
比
較
し
て
過
大
と
見

込
ま
れ
る
現
状
に
鑑
み
、
同
特
別
会
計
の
在
り
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
在
り
方
の
見
直
し
） 

第
二
条 

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
在
り
方
を
見
直
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 

諸
外
国
に
お
け
る
外
貨
準
備
の
状
況
を
踏
ま
え
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
保
有
す
る
外
貨
準
備
資
産
の
額

の
適
正
な
水
準
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

前
号
の
検
証
を
踏
ま
え
、
外
貨
準
備
資
産
の
額
の
適
正
な
水
準
を
超
え
る
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
、
国
民
生
活

の
安
定
を
図
る
等
の
た
め
に
講
ぜ
ら
れ
る
施
策
、
経
済
安
全
保
障
に
関
す
る
施
策
（
我
が
国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た

め
の
経
済
分
野
の
施
策
を
い
う
。
）
、
防
衛
力
の
整
備
に
関
す
る
施
策
、
脱
炭
素
社
会
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
脱
炭
素
社
会
を
い
う
。
）
の
実
現
に
関
す
る
施
策

そ
の
他
の
我
が
国
に
お
け
る
政
策
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
施
策
に
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も



 

  

 

の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
け
る
資
金
及
び
そ
の
運
用
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
資
金
の
運
用
方
法
を
多
様
化
す

る
こ
と
。 

 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
見
直
し
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
制

上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  

 

 
 
 
 

 

理 

由 

 

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
け
る
外
貨
準
備
資
産
の
額
が
諸
外
国
の
水
準
と
比
較
し
て
過
大
と
見
込
ま
れ
る
現
状
に
鑑
み
、

同
特
別
会
計
の
在
り
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


